
広　告

土
曜
窓
口
の
戸
籍
業
務
に
つ
い
て

休
止
の
お
知
ら
せ

事
業
用
施
設
等
の
新
設
・
増
設
に

県
税
の
特
別
措
置
が
適
用
さ
れ
ま
す

問
合
せ

県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

☎
０
２
９－
２
２
１－

７
５
０
５

問
合
せ

常
北
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
９－

２
４
０－

６
５
５
０

お

知

ら

せ

問
合
せ
茨
城
県
農
林
水
産
部
産
地

　

振
興
課

☎
０
２
９－

３
０
１－

３
９
５
４

申
込
先
・
問
合
せ　

フ
ロ
イ
デ
総
合

　

在
宅
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
城
里

☎
０
２
９－

２
２
５－

７
６
６
６

申
請
先
・
問
合
せ
水
戸
県
税
事
務
所

☎
０
２
９－

２
２
１－

４
８
０
０

　
（
法
人
事
業
税
・
個
人
事
業
税
）

☎
０
２
９－

２
２
１－

４
８
２
０

　
（
不
動
産
取
得
税
）

農
業
用
ハ
ウ
ス
の
強
靭
化
を

行
い
ま
し
ょ
う

問
合
せ　

町
民
課

☎
０
２
９－

３
５
３－

７
３
４
３（
直
通
）

子
宮
頸
が
ん
予
防
接
種
に
つ
い
て

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
を
開
催
し
ま
す

ひ
と
り
親
家
庭
の
小
学
校
新
入
学

児
童
に
対
す
る
入
学
祝
品
の
贈
呈

　

戸
籍
シ
ス
テ
ム
更
新
の
た
め
、
次
の

日
時
の
戸
籍
業
務
を
休
止
し
ま
す
。

　

な
お
、
住
民
票
、
印
鑑
登
録
、
印
鑑

証
明
、
パ
ス
ポ
ー
ト
の
交
付
に
つ
い
て

は
通
常
ど
お
り
行
い
ま
す
。

日　

時　

令
和
３
年
１
月
16
日（
土
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
正
午

休
止
す
る
業
務　

戸
籍
・
改
製
原
戸
籍
・

　

除
籍
の
各
謄
抄
本
、
戸
籍
の
附
票
の

　

交
付

　

県
で
は
、
事
業
用
施
設
等
を
新
設
・

増
設
す
る
企
業
や
個
人
が
利
用
で
き
る

「
県
税
の
特
別
措
置
」を
設
け
て
い
ま
す
。

　

県
税
の
特
別
措
置
の
適
用
を
受
け
る

た
め
に
は
、
各
種
の
要
件
が
あ
り
、
期

限
ま
で
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。
必
要

書
類
等
の
詳
細
は
、
県
税
事
務
所
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
税
目　

法
人
事
業
税
、
個
人
事
業

　

税
、
不
動
産
取
得
税
、
県
が
課
税
す

　

る
固
定
資
産
税

　

近
年
、
自
然
災
害
が
多
発
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
県
で
は
農
業
用
ハ
ウ
ス
の

災
害
被
害
防
止
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
ま
と
め

る
と
と
も
に
、
今
後
は
ハ
ウ
ス
の
新
設

や
再
建
等
の
補
助
対
象
を
「
強
靭
化
ハ

ウ
ス
」
に
限
定
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

詳
細
は
、
県
産
地
振
興
課
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

「
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
」と
は
、
認
知
症

の
方
や
そ
の
家
族
、
地
域
の
方
々
が
認

知
症
や
介
護
に
つ
い
て
、
日
頃
の
心
配

ご
と
な
ど
を
自
由
に
話
し
た
り
、
相
談

し
た
り
で
き
る
集
い
の
場
で
す
。

日　

時

12
月
19
日（
土
）　

　

午
後
１
時
〜
３
時

場　

所　

フ
ロ
イ
デ
総
合
在
宅
サ
ポ
ー
ト

　

セ
ン
タ
ー
城
里
内
カ
フ
ェ
・
イ
ン
ス
ブ

ル
ッ
ク（
城
里
町
石
塚
４
８
１－
１
）

内　

容　

認
知
症
に
つ
い
て
の
相
談
・

　

支
援
・
勉
強
会
、
作
業
活
動
な
ど

定　

員　

10
名
程
度

参
加
費
用　

５
０
０
円

　

子
宮
頸
が
ん
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、

ワ
ク
チ
ン
と
の
因
果
関
係
を
否
定
で
き

な
い
持
続
的
な
疼
痛
が
見
ら
れ
た
こ
と

か
ら
、
平
成
25
年
６
月
14
日
よ
り
厚
生

労
働
省
に
お
い
て
、
副
反
応
の
発
生
頻

度
等
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
ま
で
の
間
、

積
極
的
な
接
種
の
勧
奨
を
差
し
控
え
る

こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

ワ
ク
チ
ン
の
有
効
性
と
副
反
応
が
起

こ
る
リ
ス
ク
を
理
解
し
た
う
え
で
、
定

期
予
防
接
種
を
希
望
さ
れ
る
方
に
は
、

予
診
票
を
交
付
し
ま
す
の
で
、
問
合
せ

先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

令
和
２
年
度
対
象
者

　

平
成
16
年
４
月
２
日
〜

　

平
成
21
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
女
子

　

県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
で
は
、
ひ

と
り
親
家
庭（
母
子
・
父
子
家
庭
）の
新

入
学
児
童
に
祝
品（
学
用
品
）を
贈
呈
し

て
い
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
、
申
込

先
ま
で
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　

令
和
３
年
１
月
12
日（
火
）

申
込
先　

福
祉
こ
ど
も
課

☎
０
２
９－

３
５
３－

７
２
６
５（
直
通
）
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広　告

廃
食
用
油
の
回
収
を

実
施
し
て
い
ま
す

申
請
が
お
済
み
で
な
い
方
へ

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

申
請
先
・
問
合
せ　

福
祉
こ
ど
も
課

☎
０
２
９－

３
５
３－

７
２
６
５（
直
通
）

問
合
せ　

町
民
課

☎
０
２
９－

３
５
３－

７
３
４
３（
直
通
）

リサイクルボックスを利用しよう

町
職
員
人
事
異
動

※

課
長
補
佐
級
以
上
の
み
掲
載

【
11
月
16
日
付（
）内
前
課
等
】

　町では、ごみの削減、再資源化の推進を目的とし、ごみのリサイクルボックスを設置し
ました。リサイクルボックスを利用して、ごみ減量・リサイクルを心がけましょう。

リサイクルボックスを利用しよう

　「元気アップ振興券（いばらきアマビエちゃん版）」取扱加盟店に次の店舗が新たに登録されました。また、広
報しろさと11月号に掲載された対象店舗のうち３店舗から登録の辞退がありましたので、お知らせします。

「元気アップ振興券（いばらきアマビエちゃん版）」取扱加盟店のご案内「元気アップ振興券（いばらきアマビエちゃん版）」取扱加盟店のご案内

【新規登録店舗】
〇常北地区　赤帽 安運送店・あんじゅ・飯村石材・たくちゃん・坪井食品・

トキワ工芸・DOOKIE＆FRUTAS・まるい食堂・まるこう・宮島内装
〇桂地区　　石塚食品・五位渕製作所・Double・船橋建築・星野薬店
〇七会地区　（有）エンタープライズ ナカタ・塚田住宅設備

問合せ　まちづくり戦略課　☎029－288－3111（内線227）
城里町商工会　　　☎029－291－8894

利用時間　午前８時30分～午後５時　　　　
利用対象者　町内在住の方
設置場所　次の４か所に設置しています。
①城里町役場 本庁舎駐車場入口　②Ａコープ常北店
③Ａコープかつら店　④物産センター山桜
回収品目　
①空き缶   ②ペットボトル   ③新聞・雑誌・段ボール
問合せ　町民課　☎029－288－3111（内線112）

注意事項
・回収品目以外の持ち込みはご遠慮ください（ビン等）。
・古紙は新聞（チラシを含む）、雑誌、段ボールの３種
類に分け、ひもで十字にしばって出してください。
・ペットボトルはキャップとラベルを外し、よくすす
いでから出してください。
・ボックスの前に資源物を置いていかないください。

【登録辞退店舗】
・クスリのアオキ城里店
・セイコーマート常北上入野店
・セイコーマート城里石塚店
※元気アップ振興券（第１弾）は利
用できます。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
を
受
け
た
、
ひ
と
り
親
世
帯
に
臨
時

特
別
給
付
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
、
申
請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、

お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
細

は
、
福
祉
こ
ど
も
課
の
窓
口
で
配
布
し

て
い
る
チ
ラ
シ
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　

令
和
３
年
２
月
26
日（
金
）

　

町
で
は
、
家
庭
で
使
用
し
た
天
ぷ
ら

油
な
ど
植
物
油
の
回
収
を
行
っ
て
い
ま

す
。
回
収
し
た
廃
食
用
油
は
、
Ｃ
Ｏ
２

の

排
出
を
削
減
で
き
る
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ

ル
燃
料
と
し
て
再
利
用
し
て
い
ま
す
。

回
収
日
時　

平
日
、
午
前
８
時
30
分
〜

　

午
後
５
時
15
分

回
収
場
所　

町
民
課
窓
口
、
桂
支
所
、

　

七
会
町
民
セ
ン
タ
ー

回
収
方
法　

揚
げ
カ
ス
等
を
取
り
除
き
、

　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
等
の
容
器
に
入
れ
、

　

密
閉
し
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※

消
費
期
限
切
れ
の
未
使
用
油
も
回
収

　

可
能
で
す
。

※

廃
食
用
油
は
植
物
性
に
限
り
ま
す
。

【
配
置
替
え
等
】

■
総
務
課
／
総
務
課
長
兼
桂
支
所
長

鯉
渕
和
己（
総
務
課
長
）

■
税
務
課
／
課
長
補
佐　

荒
井
俊
朗

　
（
会
計
課
長
補
佐
）

■
農
業
委
員
会
事
務
局
／
局
長　

髙
瀨

浩
文（
会
計
課
長
）

■
会
計
課
／
課
長
兼
会
計
管
理
者　

久

保
田
和
美（
税
務
課
参
事
兼
課
長
補

佐
）／
課
長
補
佐　

園
部
昇（
桂
支
所

長
）
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